
　
効
果
的
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
り

方
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

▽
日
時
　
平
成
31
年
１
月
17
日
㈭
　

　
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

※
終
了
後
、
30
分
程
度
の
個
別
相
談

　
会
︵
定
員
２
人
︶
を
実
施
し
ま

　
す
。

▽
場
所
　
Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
ス
モ
ー
ル

　
オ
フ
ィ
ス
︵
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
２

　
階
︶

▽
講
師
　
坂
本
庸
芳
さ
ん
︵
B
i
@

　
S
t
a
相
談
員
、
中
小
企
業
診
断

　
士
︶

▽
定
員
　
５
人
︵
申
込
み
順
︶

▽
費
用
　
無
料

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
あ
き
る
野
創

　
業
・
就
労
・
事
業
承
継
支
援
ス
テ

　
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
［
☎
５

　
１
８
・
７
７
７
８
　
午
前
10
時
〜

　
午
後
７
時
︵
日
曜
日
、
祝
日
、
第

　
３
水
曜
日
を
除
く
︶
］

凡
例
…
日
日
時
︵
時
間
は
24
時
間
表

示
︶
／
場
場
所
／
内
内
容
／
講
講
師

／
対
対
象
／
定
定
員
／
持
持
ち
物
／

費
費
用
／
締
締
切
り
／
他
そ
の
他
／

問
申
込
み
・
問
合
せ

〇
第
２
回
市
民
ス
キ
ー
教
室
／
日
平

成
31
年
２
月
１
日
㈮
〜
３
日
㈰
︵
２

日
午
後
９
時
出
発
※
乗
車
場
所
は
市

内
各
所
︶
／
場
妙
高
高
原
ス
キ
ー
場

︵
ホ
テ
ル
ア
ル
ペ
ン
ブ
リ
ッ
ク
宿

泊
︶
／
他
企
画
な
ど
［
あ
き
る
野
市

ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
、
日
本
ソ
レ
ッ
ク
㈱

︵
都
知
事
登
録
旅
行
業
第
２
ー
５
５

２
９
︶
］

〇
第
３
回
市
民
ス
キ
ー
教
室
／
日
平

成
31
年
３
月
２
日
㈯
〜
３
日
㈰
︵
２

日
午
前
６
時
出
発
※
乗
車
場
所
は
市

内
各
所
／
場
志
賀
高
原
ス
キ
ー
場

︵
ビ
ラ
一
ノ
瀬
宿
泊
︶
／
他
企
画
な

ど
［
あ
き
る
野
市
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
、

立
川
観
光
㈱
︵
都
知
事
登
録
旅
行
業

第
２
ー
２
１
１
６
︶
］

〇
各
教
室
共
通
事
項
／
定
各
24
人

︵
申
込
み
順
︶
※
小
学
校
３
年
生
以

上
／
費
各
３
万
１
千
円
／
他
詳
し
く

は
、
チ
ラ
シ
︵
秋
川
体
育
館
、
五
日

市
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ
、
市
民
プ
ー
ル

な
ど
に
配
置
︶
を
参
照
／
問
あ
き
る

野
市
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
会
長
　
宮
﨑

︵
☎
５
９
５
・
０
７
５
９
︶

　
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
働
き
方

改
革
関
連
法
が
順
次
施
行
さ
れ
、
①

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
が
導
入
さ

れ
る
ほ
か
︵
中
小
企
業
は
2
0
2
0

年
か
ら
︶
、
②
年
次
有
給
休
暇
の
確

実
な
取
得
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
、
東
京
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
︵h

ttp
s
://js

ite
.m

h
lw

.
g
o
.jp

/to
k
y
o
-ro

u
d
o
u
k
y
o

k
u
/

︶

日
12
月
26
日
㈬
　
10
時
〜
11
時
、
12

時
15
分
〜
16
時
／
場
市
役
所
北
側
駐

車
場
︵
防
災
セ
ン
タ
ー
西
側
︶
／
持

運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
等
本
人

確
認
が
で
き
る
物
か
献
血
カ
ー
ド

︵
お
持
ち
の
方
︶
／
他
献
血
で
き
る

方
…
16
歳
〜
69
歳
の
方
︵
65
歳
以
上

の
方
は
60
歳
以
降
に
献
血
の
経
験
が

必
要
︶
／
問
東
京
都
赤
十
字
血
液
セ

ン
タ
ー
事
業
課
︵
☎
５
２
９
・
０
４

０
５
︶

（７）　平成30年（2018年）12月15日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

官
公
庁
な
ど
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

市
民
の
ひ
ろ
ば

掲
載
に
関
す
る
問
合
せ

市
長
公
室

直
通
５
５
８
・
１
２
６
９

講

演

会

な

ど

（以下は広告枠です）

日
日
時
︵
時
間
は
24
時
間
表
示
︶
／

場
場
所
／
活
活
動
内
容
／
講
講
師
／

入
入
会
金
／
会
会
費
／
費
費
用
／
他

そ
の
他
／
問
問
合
せ

日
平
成
31
年
２
月
10
日
㈰
　
13
時
30

分
〜
︵
13
時
開
場
︶
／
場
秋
川
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル
／

講
ピ
ア
ニ
カ
の
魔
術
師
／
費
１
５
０

０
円
／
他
ピ
ア
ニ
カ
に
よ
る
演
奏
／

問
子
ど
も
劇
場
西
多
摩
あ
き
る
野
　

福
田
☎
０
９
０
・
７
２
６
７
・
６
４

８
３

み
ん
な
お
い
で
よ

　
　
　
み
ん
べ
え
か
　
２
０
１
８

B
i
@
S
t
a

　
　
　
創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー

「
営
業
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
作
成
の
留
意
点
に
つ
い
て
」

ビ
　
ス
　
タ

総
合
ス
ポ
ー
ツ
祭

市
民
ス
キ
ー
教
室
参
加
者
募
集

献
血
の
お
知
ら
せ

「
一
人
ひ
と
り
の
愛
が

　
　
大
切
な
生
命
を
守
り
ま
す
」

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら

　
　
働
き
方
が
変
わ
り
ま
す
！

森林レンジャーがゆく森林レンジャーがゆく

森の若返り森の若返り （86）

　菅生地区でボランティアと市が協
力して次世代につなぐ森づくりに取
り組んでいます。ここは、里山と呼
ばれるコナラ林ですが、薪炭利用が
無くなりコナラは老木となり、森そ
のものが高齢化しているため、森の
若返りが大きな課題です。このまま
コナラ林を残そうとしても、コナラ
の下にはヒサカキやアラカシなどの
常緑照葉樹が控えています。コナラ
の寿命が尽きると照葉樹が育ちはじ
め、知らぬ間に暗い森に変ってしま
います。自然に任せて森の形が変る
のが自然という考え方もあります
が、この老齢のコナラ林を若く明る
い森にすることも大切だと考えてい
ます。
　作業は、まず林内にある藪（ヒサ
カキやアラカシなどの幼木）を手作
業で刈払うことから始めます。そし
て、森の天井（樹冠閉鎖した状態）
に穴を開けるように高木の伐採をし
て、ドングリから芽生えたコナラが
育っていくスペースを作りながら森
を維持していきます。コナラ林は野
生動物も利用しているため、森の機
能を維持できるように、残す木と切
る木の選木を慎重に行います。時に
は残す木の狭い間に伐倒することも
あります。それは針の穴を通すよう

な伐倒になり、経験を積んだボラン
ティアのチャレンジになります。と
はいえ、ボランティア主導の整備で
す。ケガなく安全に作業することが
一番なので、かかり木になってチル
ホールで引いたり回したりして木１
本を安全に処理するのに半日を費や
すことも度々あります。
　森づくりは長い目でみることがと
ても重要です。作業効率に重きを置
くと大きな事故の要因になることも
あります。ボランティアの方が作業
を楽しみつつ安全な森づくりがこの
先も続いていくことを望んでいま
す。（杉野）

　まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことを「食

品ロス」といいます。家庭だけでなくスーパーやコンビ

ニ、外食店からも多く発生しており、その量は２８４２㌧

ともいわれています。国民１人当たり毎日茶碗１杯の食べ

物が捨てられていることになる計算です。これは世界で飢

えに苦しむ人々への年間食料援助量の約２倍に相当し、多

くの食料を輸入に頼る一方でまだ食べられる食品を無駄に

しているともいえます。

　食品ロスの半分は厚くむいた野菜の皮や食べ残しなど家

庭からのものです。必要な分だけ作り、おいしく食べ切る

ことが大切です。買い物では、ばら売りや量り売りを利用

するのもよいと思います。一見、大袋は割安のように思え

ますが使いきれない分を廃棄することを思うと決して割安

ではありません。食べ切れる分だけ注文し、残ったらお店

と相談して持ち帰ってもよいかもしれません。買い物や調

理の工夫で食品ロスを減らすことでお財布にも地球にも優

しい暮らしを心掛けたいものです。

　一人ひとりが「もったいない」を意識することは安全で

快適な暮らしにつながっています。

○あきる野市消費生活相談窓口　契約に関するトラブルや

　悪質商法など、消費生活に関して困ったときは、一人で

　悩まずに気軽にご相談ください。電話でも相談にお答え

　します。

　● 開設日時…毎週月曜・木曜日　午前９時～午後４時（正

　午～午後１時を除く）

※予約の必要はありません。

　● 場所…市役所１階市民相談室

※月・木曜日以外でお急ぎのときは、東京都消費生活総合

　センターにご相談ください。

○東京都消費生活総合センター

　● 開設日時…毎週月曜日～土曜日　午前９時～午後５時

　● 消費生活相談…☎０３－３２３５－１１５５

※多重債務相談も受付けています。

くらしの知恵袋くらしの知恵袋くらしの知恵袋 〜消費生活相談情報〜

～もったいない！食品ロスを減らす！～

やぶ


